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⚫ 相談者・相手方等への聞取り

調査

●人事主管課その他市長事務部局の職員
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●教育委員会・消防本部・水道部の職員
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●職員団体が推薦する職員 ２人
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●人事課長

●市長が指名する職員 ３人
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※必要に応じて市長が指名する職員２人に代わり

臨時委員として外部有識者２人を委嘱

〇市長等からのハラスメント

ハラスメント
審査会

⚫ (必要に応じて)相手方への聞取り調査

⚫ ハラスメントの事実認定の審査

⚫ 対応策の検討

ハラスメントに関する識見を有する者（外部の委員）

３人
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⚫ 相談の受付

〇ハラスメントの事実が認定された場合

任命権者
（必要に応じて）

⚫ 相手方・所属長への懲戒処分等の措置

⚫ (必要に応じて)事案等の公表

⚫ (副市長の場合)懲戒処分の措置
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⚫ ハラスメントの事実認定の審査
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職員から議員へ

のハラスメント

苦情相談後の対応
（相談員・処理委員会 共通）

⚫ ハラスメントの事実認定の判断

⚫ (必要に応じて)相手方への指導、

助言、あっせん等

⚫ 相談者への結果通知

⚫ 相談者・相手方・(必要に応じて)
第三者への聞取り調査

⚫ (相談員)人事課長への報告
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その後議会において処理
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※市長が加害者の場合は副市長


